
 

都民税配当割の改正に関するお知らせ 

  

 

 平成 22 年 1 月 1 日から、源泉徴収選択口座（所得税において源泉徴収ありを選択した特定口座）へ

上場株式等の配当等を受入れることが可能となります。株主等が源泉徴収選択口座に上場株式等の配当

等を受入れることで、源泉徴収選択口座内にて上場株式等の譲渡損失との損益通算が自動的に行われる

ようになります。 
これに伴い、地方税法等の改正が行われ、源泉徴収選択口座内に受け入れた上場株式等の配当等（以

下、「源泉徴収選択口座内配当等」と言います。）に係る道府県民税配当割の特別徴収の特例が設けられ

るとともに、都民税配当割に「源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割」という区分が新た

に設けられました。 

 

＜源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割の特別徴収の特例の概要＞ 

課税対象 源泉徴収選択口座内に受け入れた上場株式の配当等  

納税義務者 源泉徴収選択口座内配当につき支払を受ける個人で、当該源泉徴収口座内配当の支

払を受けるべき日の属する年の１月１日現在において都道府県内に住所を有する者 

課税標準 源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額 

税率 ５％（平成２２年１月１日から平成２３年１２月３１日までは３％） 

※所得税は別途１５％（平成２２年１月１日から平成２３年１２月３１日までは７％）

納税方法 

（特別徴収） 

 

 

 源泉徴収選択口座内配当等の支払を取り扱う金融商品取引業者等（証券会社等）が、

源泉徴収選択口座内配当等の支払を取り扱う際に、その源泉徴収選択口座内配当等の

金額の５％（平成２３年１２月３１日までは３％）相当額の配当割額を徴収し、１年

間に徴収した配当割額を翌年１月１０日までに、当該源泉徴収選択口座内配当等の支

払を受けるべき日の属する年の１月１日現在当該納税義務者の住所所在の都道府県に

納めます。 

 

※上場株式等の譲渡損失等の損益通算について 

 上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収選択口座内に上場株式等を売却したこと

により生じた譲渡損失（以下、「譲渡損失」）の金額があるときは、源泉徴収選択口座

内で支払を受けた上場株式等の配当の総額からその譲渡損失を控除（損益通算）し、

その損益通算後の金額をもとに特別徴収税額が計算されます。 

源泉徴収円選択口座内での譲渡損失と配当所得との損益通算は、その年の年末に行

われます。損益通算の結果、翌年 1 月初旬に配当等から源泉徴収された税金が還付さ

れます。 

 

 

 平成２２年１月１日から、源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割の特別徴収の

特例が設けられます。 

平成２１年１２月 

東 京 都 主 税 局 



＜源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割の納入申告＞ 

 特別徴収した源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割は、都道府県ごとに取りまとめ、専用の納入申

告書によりそれぞれの都道府県に納入申告します。 

納入申告先の 

都道府県 

源泉徴収選択口座内配当等の支払を受けるべき日の属する年の１月１日現在当該納税

義務者の住所所在の都道府県 

納入申告期限 特別徴収した日の属する年の翌年１月１０日 

（１月１０日が土日祝日に該当する場合は、これらの日の翌日）  

 

※ただし、次に該当する場合は事由の発生した翌月１０日が納入申告期限となります。

１ 特別徴収義務者の営業の譲渡により、当該源泉徴収選択口座に関する事務がその

譲渡を受けた特別徴収義務者の営業所に移管された場合 
２ 特別徴収義務者の分割により当該源泉徴収選択口座に関する事務が、その分割に

よる資産および負債の移転を受けた特別徴収義務者の営業所に移管された場合 
３ 特別徴収義務者が解散又は事業の廃止をした場合 
４ 源泉徴収選択口座につき特定口座廃止届出書の提出があった場合。 
５ 源泉徴収選択口座につき選択口座開設者死亡届の提出があった場合。  
 歳入取扱金融機関の領収印の日付をもって、納入申告書の提出があったものとみな 

します。なお、納入申告期限までに納入申告がされなかった場合、税額に応じた加算 

金や、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。 

納入申告の 

方法 

１ 納入申告書を各納入申告先の都道府県の歳入取扱金融機関に提出して納入してく

ださい。 

２ 納入申告書は４枚複写となっていますので、はがさずに４枚とも歳入取扱金融機

関の窓口に提出してください。 

納入申告書の 

入手方法 

 全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最

寄の都道府県の課税事務所に各納入先の都道府県分を一括して請求してください。 

 都における請求先 中央都税事務所都民税利子割係（０３－３５５３－２１５８） 

 

 

 

○ 特別徴収税額計算書 

 

 

欄 記載の仕方 

課 税 交付された源泉徴収口座内配当等の配当所得の総額を「支払金額」の項に、その「支払

金額」の欄に記載した金額について特別徴収した配当割額を「税額」の項に記載します。

還付税額  「税額」の項には、源泉徴収口座内配当等の配当所得と上場株式等の譲渡損失を損益通

算した結果、還付した配当割額を記載します。また、同欄の「支払金額」の項にはその還

付税額に対応する支払金額を記載します。 

非課税等  「非課税等」の欄の「支払金額」の項には、源泉徴収口座内配当等のうち配当割が課さ

れないもの又はこれを免除されているものを記載します。 

納入申告書記載の仕方 



○ 納入申告書 

欄 記載の仕方 

 

平成 　　　年分

 

 

中途 　　  月分

 

 源泉徴収配当所得割が課される源泉徴収口座内配当等の配当所得金額の生じ

た年を記載します。 
ただし、年の中途において源泉徴収選択口座の廃止届出書の提出等があった

場合には、源泉徴収口座内配当等が生じた年を記載するとともに「中途」が○

で囲まれ、当該提出等のあった日の属する月をあわせて記載します。 

特別徴収義務者 

番号 

 商業登記法第６条に規定する商業登記簿において付された会社法人等番号を

記載します。（配当割、株式等譲渡所得割の申告の場合と同じです。） 

旧特別徴収義務者 

番号 

 前回納入申告時の特別徴収義務者番号と今回納入申告時の特別徴収義務者番

号が異なる場合に、前回納入申告時の特別徴収義務者番号を記載します。（同一

の場合は空欄とします。） 

特別徴収義務者  本店所在地及び名称、担当部署名、連絡先の電話番号を記載します。併せて

担当者名も記載いただきますようお願いします。 

処理事項  記載しないでください。 

支払金額  特別徴収税額計算書の「支払金額」の課税（a）－還付税額（b）の金額を 

記載します。 

税  額  特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。 

（延滞金）  都に納入申告する場合は記載しないようにお願いいたします。他道府県の扱

いについては各道府県にお問合せください。 

納入金額合計  「税額」と「延滞金」の合計額を記載します。 

課税事務所  納入先の都道府県が指定する事項を記載します。東京都に納入申告する場合

は「東京都中央都税事務所」と記載します。 
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問合せ先  東京都主税局課税部個人事業税係 ０３－５３８８－２９５６ 


